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しろこ夏まつり２０２２を開催
　白子駅前センター商店街振興組合（竹口久兵衛理事長）
は９月３・４日の２日間、「しろこ夏まつり２０２２」を開催
しました。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により３年ぶりに
開催され、当日は、白子駅前センターが歩行者天国となり、
同日開催の「すずかフェスティバル」よさこい出場者の迫力
ある踊りや、大道芸パフォーマンスが披露され、軽食、縁日・
ゲームコーナーが出店され、商店街の各店舗も店先で出店し
様々な料理や飲み物等を販売しました。子供から大人まで多
くの人が楽しみ、大いに賑わいました。

中央会インフォメーション

三重県中小企業レディース中央会　第21回通常総会を開催
　三重県中小企業レディース中央会 （前田朝子
会長）は、７月４日、津市で第21回通常総会を
開催し、令和３年度の決算報告や令和４年度の
計画予算などを審議し、全議案が原案どおり可
決決定されました。第４号議案で、任期満了に
よる役員改選が行われ、前田朝子会長が再任さ
れました。
　今年度の事業として、女性懇話会合同開催の
視察会、県内関係機関幹部との懇談会、令和４年度レディース中央会全国フォーラムin青森への参加
等について決議しました。
　また、通常総会終了後には、「いつまでも美しくあるために～健康な女性は美しい！～」をテーマに市立
四日市病院 形成外科医師 梶原愛莉砂 氏による講話を開催しました。整形外科と形成外科の違いについて、
がん検診について、美容医療を身近にするためなどの話があり、参加者は熱心に聞き入っていました。

nformation組合のひろば
「愛宕フェスティバル」を開催 　松阪市愛宕町商店街振興組合（西川幸成理事長）は、７月１６日に３年ぶ

りに開催された松阪祇園まつりに合わせ、夕方から「愛宕フェスティバル」を
開催しました。
　当日は、８店舗の組合員がテント
にて飲食物販売を行い、キッチン
カーやおもちゃのくじ引き、お面の販
売等の12店もマスク着用や手指消
毒のコロナ対策を行った上で出店し、
多くの人が訪れ賑わいました。
　カラオケ大会では、２０代から８０
代までの３０名の方がエントリーされ、素敵な歌声を披露していました。
　訪れた方は、久しぶりの開催を喜び、楽しんでいました。
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Q&A
員外利用の特例について

　組合員37人で設立された卸商業団
地の組合において、流通の合理化等の

影響で、9組合員が倒産、脱退したため、組合は
経営難に陥っています。
　組合では、遊休化している元組合員施設及び共
同施設（共同荷捌所、共同駐車場、食堂、多目的
ホール等）を員外利用に供し、その賃貸料、利用
料収入をもって、組合の経営再建を図ることを希
望しています。
　この場合、通常の員外利用比率の100分の20
を超えることはできないか。

中協法第9条の2の3（組合員以外
の者の事業の利用の特例）が新設され（平成9年）、
次の条件を満たせば、行政庁の認可を得て100
分の200を超えない範囲内で、組合事業を員外
者に利用させることが可能となったため、設例の
場合は100分の200までの範囲内で員外者に組
合事業を利用させることができます。
① 組合所有施設を用いて行っている事業であ

ること
② 組合員の脱退その他のやむを得ない事由に

より、当該事業の組合員の利用が減少して
いること

③ 当該事業の運営に著しい支障が生じている
こと

④ 当該事業の運営の適正化を図るため、組合
員以外の者に、中協法第9条の2第3項但書
きの限度を超えて当該事業を利用させるこ
とが必要かつ適切であること

⑤ 当該事業の運営の適正化のために必要な期
間に限られること
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「備え」を学ぶ。「繋ぐ」を守る。 ～事業継続力強化計画策定支援のご紹介～
　近年頻発する災害などの緊急事態に備え、「BCP（事業継続計画）」策定の重要性が叫ばれています。とはいえ
BCP策定には大変な労力を要します。そこで、簡易版BCPとして登場したのが「事業継続力強化計画（ジギョケイ）」
です。国の認定制度で、認定を受けた企業に対しては税制面や補助金での優遇措置
などの支援策が用意されています。
　事業継続力強化計画には単独型と連携型がありますが、「連携型」がおすすめです。
他社と連携し、人員・生産設備の融通や代替生産を行うことで、自社単独では
困難なレベルまで事業継続力を強化できます。
　中小機構では、中小企業の皆様に対し連携事業継続力強化計画の策定支援
を行っています。経験豊富な専門家が、計画策定までアドバイス
いたします。少しでもご関心がございましたら、お気軽に中小機
構中部本部までお問い合わせください。

屋外広告物（看板等）の定期的な点検・適正な管理をお願いします
　皆さんの身近にある壁面広告、広告板などは「屋外広告物」と呼ばれ、設置には原則許可を
受けていただく必要があります。
　また、経年劣化により屋外広告物の倒壊や落下による人身事故等が全国で発生していること
を踏まえ、三重県では平成30年10月より、設置許可の要否に関わらず、貼り紙を除く全ての
広告物について、屋外広告物の1年～ 3年以内ごとの点検を義務付けています。
　万一、看板が落下し、第三者に被害を与えた場合、長年積み重ねてきた会社やお店の信用
を一瞬で失うことになりかねません。屋外広告物の適切な点検・管理をお願いします。
　安全点検制度の詳細及び個別事案の問い合わせ先は、右記ＱＲコードからご確認ください。

三重県県土整備部都市政策課　TEL　059-224-2748

＜お問合せ＞　中小機構中部本部　地域・連携支援課
〒460-0003   名古屋市中区錦2-2-13 名古屋センタービル4階   TEL：052-201-3009

中小機構　強靭化

中小企業基盤整備機構中部本部からのお知らせ

三重県県土整備部からのお願い

安全点検制度

問い合わせ先


